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令
和
三
年
九
月
十
七
日

第
二
百
三
十
四
号

増

刊

①

　
　
　
　
規
　
　
　
則
（
第
四
十
二
号
・
第
四
十
三
号
）

○
福
岡
県
公
害
防
止
等
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
訓

令
（
第
十
六
号
）

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
三

　
福
岡
県
公
害
防
止
等
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
二
号

福
岡
県
公
害
防
止
等
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

　

福
岡
県
公
害
防
止
等
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
規
則
第

三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条　

削
除

　

第
二
十
二
条
中
「
身
分
証
明
書
」
を
「
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
５
号　
削
除

　

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目

次
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様式第７号（第 22 条関係） 

（第１面） 

第   号  
立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 
職  名 
 
氏  名 
 
生年月日 

 
 
 
 
年  月  日生 

写 
 
真 

 

年  月  日交付 

年  月  日限り有効 

 

福 岡 県 知 事          印 

（第２面） 

  この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に丸印

のある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 

  

  

  

  

  

  

  
 

備考 １ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 

    ２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の条項を記載すること。 

    ３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「〇」を、有しない場合は「－」を記載

すること。 

    ４ 記載する法令の条項の数に応じて、行を適宜追加すること。第２面については、その全部又は一部

を裏面に記載することができる。 

    ５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
三
号

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
八
十
九
号
）
の

一
部
を
次
に
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
三
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
四　

削
除

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
訓
令
第
十
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

第
一
条　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

福
岡
市

福
岡
市

筑
紫
野
市

春
日
市

大
野
城
市

宗
像
市

太
宰
府
市

古
賀
市

福
津
市

糸
島
市

那
珂
川
市

糟
屋
郡

久
留
米
市

久
留
米
市

小
郡
市

う
き
は
市

朝
倉
市

朝
倉
郡

三
井
郡

一　

ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る

総
合
企
画
・
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

二　

ス
ポ
ー
ツ
の
奨
励
及
び
ス
ポ

ー
ツ
行
事
の
実
施
に
関
す
る
こ

と
。

三　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
指
導
助

言
に
関
す
る
こ
と
。

四　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
指
導
者

の
養
成
及
び
研
修
に
関
す
る
こ

と
。

ス
ポ
ー
ツ

事
務
関
係

直
方
市

北
九
州
市

直
方
市

中
間
市

宮
若
市

遠
賀
郡

鞍
手
郡

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　

を

飯
塚
市

飯
塚
市

田
川
市

嘉
麻
市

嘉
穂
郡

田
川
郡

筑
後
市

大
牟
田
市

柳
川
市

八
女
市

筑
後
市

大
川
市

み
や
ま
市

三
潴
郡

八
女
郡

豊
前
市
行
橋
市

豊
前
市

京
都
郡

築
上
郡
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北
九
州
市

ス
ポ
ー
ツ
企
画
課
二
〇
二
一
世
界
体
操
・
新
体
操
選

手
権
北
九
州
大
会
関
係
事
務
に
関

す
る
こ
と
。

福
岡
市

福
岡
市

筑
紫
野
市

春
日
市

大
野
城
市

宗
像
市

太
宰
府
市

古
賀
市

福
津
市

糸
島
市

那
珂
川
市

糟
屋
郡

久
留
米
市

久
留
米
市

小
郡
市

う
き
は
市

朝
倉
市

朝
倉
郡

三
井
郡

一　

ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る

総
合
企
画
・
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

二　

ス
ポ
ー
ツ
の
奨
励
及
び
ス
ポ

ー
ツ
行
事
の
実
施
に
関
す
る
こ

と
。

三　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
指
導
助

言
に
関
す
る
こ
と
。

四　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
指
導
者

の
養
成
及
び
研
修
に
関
す
る
こ

と
。

ス
ポ
ー
ツ

事
務
関
係

直
方
市

北
九
州
市

直
方
市

中
間
市

宮
若
市

遠
賀
郡

鞍
手
郡

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　

に

飯
塚
市

飯
塚
市

田
川
市

嘉
麻
市

嘉
穂
郡

田
川
郡

筑
後
市

大
牟
田
市

柳
川
市

八
女
市

筑
後
市

大
川
市

み
や
ま
市

三
潴
郡

八
女
郡

豊
前
市
行
橋
市

豊
前
市

京
都
郡

築
上
郡

改
め
、
公
害
対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
中
第
一
号
ニ
及
び
ホ
、
第
二
号
ニ
並
び
に
第
四
号

ニ
を
削
る
。

第
二
条　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
公
害
対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
中
第
八
号
ハ
を
削
る
。

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
三

年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




